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新形態の運行概要 

（道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書） 

 
令和元年 10 月 1 日から予定している葛城市公共バスの新形態運行について、令和元年

8 月 9 日付け葛城市地域公共交通活性化協議会において、下記事項に関し、協議が調っ

たことを証明する。 
 

1. 協議が調っている路線又は営業区域 

(1) 葛城市コミュニティバス（環状線ルート、ミニバスルート） 

葛城市生活交通ネットワーク実施計画（平成 31 年 3 月改訂版）に基づき、葛城市コ

ミュニティバスの見直しを行うため、これに伴い路線の延伸・ルート変更・休止・統

合、停留所の新設・名称変更・廃止を行う。 
 

(ア) 営業区域の変更等 
変更前の路線名 変更後の路線名 変更内容 

環状線ルート 環状線ルート 路線の一部休止かつ一部延伸 
Ａ當麻ルート Ａ當麻ルート 路線の一部延伸 
Ｂ長尾・疋田ルート Ｂ長尾・疋田ルート 路線の一部休止かつ一部延伸 
Ｃ兵家・中戸ルート － 路線の休止（統廃合により休止） 
Ｄ寺口ルート Ｄ寺口ルート 路線の一部休止 
Ｅ笛堂・薑ルート － 路線の休止（予約型乗合への変更） 
Ｆ笛吹・梅室ルート － 路線の休止（予約型乗合への変更） 
 

(イ) 停留所の新設 
・「吉本病院前」停留所：環状線ルート 
・「二上神社口駅前」停留所：Ａ當麻ルート 
 

(ウ) 停留所の名称変更 
・「尺土駅」停留所⇒「尺土北」停留所：環状線ルート 
・「尺土駅南口」停留所⇒「尺土駅前」停留所：環状線ルート,Ｂ長尾・疋田ルート 
 

(エ) 停留所の廃止 
・「第一健民運動場」「若草台」「薑北交差点」停留所：環状線ルート 
※環状線ルートでは停車しないが、同位置を予約型乗合タクシーの停留所とし

て使用する。 
・「加守消防池」停留所：Ａ當麻ルート 
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・「木戸集落センター」「磐城自動車前」停留所：Ｂ長尾・疋田ルート 

・「当麻寺駅南」「相撲館」「竹内南」「イトーピア集会所」「太田集落センター」「今

倉（太田駐車場）」「中戸北」停留所：Ｃ兵家・中戸ルート 

・「南道穂コミセン」停留所：Ｄ寺口ルート 

・「笛堂ふれあい広場」「若草台」「新村公民館」「薑防災公園」「南新町(新町橋北)」

「新町(掲示板前)」「京阪忍海公民館」「南花内(若宮神社前)」停留所：Ｅ笛堂・

薑ルート 

※ミニバスルートのＥ笛堂・薑ルートでは停車しないが、同位置を予約型乗

合タクシーの停留所として使用する。 
・「林堂公民館」「西辻長池前」「脇田公民館」「笛吹掲示板前」「笛吹神社前」「梅

室コミセン」「山口(掲示板前)」「平岡西広場」「葛城山麓公園」「山田集会所」「新

庄文化会館南」停留所：Ｆ笛吹・梅室ルート 

※ミニバスルートのＦ笛吹・梅室ルートでは停車しないが、同位置を予約型

乗合タクシーの停留所として使用する。 
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(2) 葛城市予約型乗合タクシー 

葛城市生活交通ネットワーク実施計画（平成 31 年 3 月改訂版）に基づく葛城市コミ

ュニティバスの見直しにより、予約型乗合方式（区域運行）での運行路線の新設を行

う。 
 

(ア) 営業区域の変更等 
変更前の路線名 変更後の路線名 変更内容 

－ Ｅ笛堂・薑ルート 路線の新設（定時定路線運行からの変更） 
－ Ｆ笛吹・梅室ルート 路線の新設（定時定路線運行からの変更） 

 
(イ) 停留所の新設 

・「いきいきセンター前」「健康福祉センター西」「新庄庁舎前」「近鉄新庄駅」「新

庄駅前通り」「大和新庄駅」「笛堂ふれあい広場」「ウェルネス新庄」「第１健民

運動場」「若草台」「新村公民館」「薑北交差点」「薑防災公園」「南新町(新町橋北)」
「新町(掲示板前)」「忍海」「京阪忍海公民館」「歴史博物館前」「南花内(若宮神

社前)」停留所：Ｅ笛堂・薑ルート 

※ミニバスルートのＥ笛堂・薑ルートと同位置を、予約型乗合タクシーの停

留所として使用する。 
※営業区域は、葛城市柿本、笛堂、北花内、新村、新町、南新町、薑、南花

内、忍海、葛木。 
・「近鉄新庄駅」「新庄庁舎前」「健康福祉センター西」「いきいきセンター前」「林

堂公民館」「西辻長池前」「脇田公民館」「笛吹掲示板前」「笛吹神社前」「梅室コ

ミセン」「山口(掲示板前)」「ウォームヴィラ新庄園」「平岡西広場」「葛城山麓公

園」「山田集会所」「新庄文化会館南」「葛木」」停留所：Ｆ笛吹・梅室ルート 
※ミニバスルートのＦ笛吹・梅室ルートと同位置を、予約型乗合タクシーの

停留所として使用する。 
※営業区域は、葛城市柿本、北花内、林堂、西辻、脇田、笛吹、梅室、山口、

平岡、山田、南藤井、葛木。 
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2. 協議が調っている運行系統又は運送の区間 

(1) 葛城市コミュニティバス（環状線ルート、ミニバスルート） 

葛城市生活交通ネットワーク実施計画（平成 31 年 3 月改訂版）に基づき、葛城市コ

ミュニティバスの見直しを行うため、これに伴い路線の運送区間の変更を行う。 
 

(ア) 環状線ルート 
・ウェルネス新庄～第１健民運動場～若草台～薑北交差点～忍海駅を、ウェルネ

ス新庄～忍海駅～忍海に変更 
・疋田本郷東～西室北を、疋田本郷東～吉本病院前～西室北に変更（吉本病院前

は敷地内に乗り入れる） 

 
 
 
 
 
  

内回り１便目と 

ウェルネス新庄の

休館日は赤点線を

走行する 
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(イ) Ａ當麻ルート 
・加守東～加守消防池～ふたかみパーク當麻を、ふたかみパーク當麻～二上神社

口駅前～加守東に変更 

 
 

(ウ) Ｂ長尾・疋田ルート 
・ゆうあいステーション～伊麻公園前を、ゆうあいステーション～兵家南～兵家

駐車場～伊麻公園前に変更 
・尺土公民館～木戸～磐城第２保育所東～尺土駅南口～磐城第２保育所東～木戸

集落センター～磐城自動車前～長尾神社前を、尺土公民館～尺土駅前～磐城第

２保育所東～木戸～長尾神社前に変更 
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(エ) Ｃ兵家・中戸ルート 
・ゆうあいステーション～道の駅かつらぎ～中戸～中戸北～今倉(太田駐車場)～太

田集落センター～兵家南～兵家駐車場～イトーピア集会所～イトーピア上～竹

内南～竹内～當麻庁舎～当麻寺駅前～相撲館～ゆうあいステーションの休止 
 

(オ) Ｄ寺口ルート 
・中戸南～道の駅かつらぎを、中戸南～中戸～道の駅かつらぎに変更 
・葛木～南道穂コミセン～いきいきセンター前を、葛木～いきいきセンター前に

変更 
・運行本数を４本／日から３本／日に変更 

 
 

(カ) Ｅ笛堂・薑ルート 
・いきいきセンター前～健康福祉センター西～新庄庁舎前～新庄駅前通り～大和

新庄駅～笛堂ふれあい広場～ウェルネス新庄～若草台～新村公民館～薑防災公

園～南新町(新町橋北)～新町(掲示板前)～忍海～京阪忍海公民館～歴史博物館前

～南花内(若宮神社前)～いきいきセンター前～健康福祉センター西～新庄庁舎

前の休止 
 

(キ) Ｆ笛吹・梅室ルート 
・いきいきセンター前～健康福祉センター西～新庄庁舎前～健康福祉センター西

～林堂公民館～西辻長池前～脇田公民館～笛吹掲示板前～笛吹神社前～梅室コ

ミセン～山口(掲示板前)～平岡西広場～葛城山麓公園～山田集会所～新庄文化

会館南～葛木～いきいきセンター前～健康福祉センター西～新庄庁舎前の休止 
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(2) 葛城市予約型乗合タクシー 

葛城市生活交通ネットワーク実施計画（平成 31 年 3 月改訂版）に基づく葛城市コミ

ュニティバスの見直しにより、予約型乗合方式（区域運行）での運行路線の新設を行

う。 
なお、当予約型乗合方式で使用する車両については、株式会社サンキュータクシー

が営業で使用しているタクシー車両４台を併用して使用するものとする。（車両４台の

内訳は、常用１台、予備３台） 
 

(ア) Ｅ笛堂・薑ルート 
・いきいきセンター前～健康福祉センター西～新庄庁舎前～近鉄新庄駅～新庄駅

前通り～大和新庄駅～笛堂ふれあい広場～ウェルネス新庄～第１健民運動場～

若草台～新村公民館～薑北交差点～薑防災公園～南新町(新町橋北)～新町(掲示

板前)～忍海～京阪忍海公民館～歴史博物館前～南花内(若宮神社前)～いきいき

センター前～健康福祉センター西～新庄庁舎前～近鉄新庄駅の新設 
・運行本数は１日３本の運行 

※営業区域は、葛城市柿本、笛堂、北花内、新村、新町、南新町、薑、南花

内、忍海、葛木。 
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(イ) Ｆ笛吹・梅室ルート 
・近鉄新庄駅～新庄庁舎前～健康福祉センター西～いきいきセンター前～林堂公

民館～西辻長池前～脇田公民館～笛吹掲示板前～笛吹神社前～梅室コミセン～

山口(掲示板前)～ウォームヴィラ新庄園～平岡西広場～葛城山麓公園～山田集

会所～新庄文化会館南～葛木～いきいきセンター前～健康福祉センター西～新

庄庁舎前～近鉄新庄駅の新設 
・運行本数は１日３本の運行 

※営業区域は、葛城市柿本、北花内、林堂、西辻、脇田、笛吹、梅室、山口、

平岡、山田、南藤井、葛木。 
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3. 協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

(1) 葛城市コミュニティバス（環状線ルート、ミニバスルート） 

現在の葛城市コミュニティバスの運賃は下表に示すとおりであり、新形態運行後（変

更後）の運賃も現在の運賃を踏襲する。 
・大人 1 日 100 円、小学生や 70 歳以上の方は 50 円、未就学児・障がい者は無料。 
・なお、各手帳に「介護人」と記載されている場合は、その介護人 1 名も無料。 
・乗車時に運賃を支払い、運賃支払済証（発行日当日限り有効）を渡す。その日に

再度乗車する場合（乗り継ぎや帰るとき）、運賃支払済証を提示することで、葛城

市コミュニティバスと葛城市予約型乗合タクシーを無料で乗車できる。 
 
変更前 変更後 

路線名 運賃 変更後の路線名 運賃 

環状線ルート 大人 1 日 100円 環状線ルート 現状維持 
Ａ當麻ルート 大人 1 日 100円 Ａ當麻ルート 現状維持 
Ｂ長尾・疋田ルート 大人 1 日 100円 Ｂ長尾・疋田ルート 現状維持 
Ｃ兵家・中戸ルート 大人 1 日 100円 － － 
Ｄ寺口ルート 大人 1 日 100円 Ｄ寺口ルート 現状維持 
Ｅ笛堂・薑ルート 大人 1 日 100円 － － 
Ｆ笛吹・梅室ルート 大人 1 日 100円 － － 
※大人普通旅客運賃（消費税込み） 

 
(2) 葛城市予約型乗合タクシー 

新形態運行後（変更後）の予約型乗合方式（不定期・定路線）の運賃は下表のとお

りであり、現在の葛城市コミュニティバスの運賃を踏襲する。 
・大人 1 日 100 円、小学生や 70 歳以上の方は 50 円、未就学児・障がい者は無料。 
・なお、各手帳に「介護人」と記載されている場合は、その介護人 1 名も無料。 
・乗車時に運賃を支払い、運賃支払済証（発行日当日限り有効）を渡す。その日に

再度乗車する場合（乗り継ぎや帰るとき）、運賃支払済証を提示することで、葛城

市コミュニティバスと葛城市予約型乗合タクシーを無料で乗車できる。 
 
変更前 変更後 

路線名 運賃 変更後の路線名 運賃 

－ － Ｅ笛堂・薑ルート 大人1日100円 
－ － Ｆ笛吹・梅室ルート 大人1日100円 

※大人普通旅客運賃（消費税込み） 
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図 2019 年 10 月からの運行系統図（案） 
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表 2019 年 10 月からの運行ダイヤ（案） 

 

 

4. 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 

・2019 年 10 月 1 日から実施 

 

                      令和  年  月  日      

                       葛城市地域公共交通活性化協議会 

                       会長  阿 古 和 彦     


